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(57)【要約】
　この発明は、インナーライナ（１４）を取り付けるた
めの成型ドラム（１２）とタイヤコード（１６）の巻き
付け装置を備えたタイヤ成形装置（１０）に係り、その
際成型ドラムがその一方の側面、すなわち駆動軸側の側
面上で駆動軸（３８）によって支承される。巻き付け装
置がタイヤコードを最終的、すなわちタイヤの完成状態
でも存在する形態でインナーライナ上に巻き付ける。巻
き付け装置は、駆動軸と逆側の露出した側面上において
成型ドラムを横断させる形態でかつ駆動軸側の側面上に
おいては前記駆動軸を迂回させるようにして実質的に放
射方向にタイヤコードを巻き付ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インナーライナを取り付けるための成型ドラムとタイヤコードの巻き付け装置を備えた
タイヤ成形装置であり、巻き付け装置がタイヤコード（１６）を最終的、すなわちタイヤ
の完成状態でも存在する形態でインナーライナ（１４）上に巻き付け、また巻き付け装置
は駆動軸（３８）と逆側の露出した側面（１８）上において成型ドラム（１２）を横断さ
せる形態でかつ駆動軸側の側面（２４）上においては前記駆動軸（３８）を迂回させるよ
うにして実質的に放射方向にタイヤコード（１６）を巻き付け、切断装置が少なくとも１
回の巻き付け回転の後、特に全ての巻き付けの終了後に外周および駆動軸から離間した位
置でタイヤコードを切断することを特徴とするタイヤ成形装置。
【請求項２】
　成型ドラム（１２）が製造するタイヤの内側形状に変形不可能な外形を有し、インナー
ライナ（１４）が前記外形上に直接的に取り付けられることを特徴とする請求項１記載の
タイヤ成形装置。
【請求項３】
　インナーライナ（１４）がゴムシートの形状で成型ドラム（１２）の外形上に取り付け
られることを特徴とする請求項１または２記載のタイヤ成形装置。
【請求項４】
　インナーライナ（１４）は第２の巻き付け装置によって成型ドラム（１２）の外形上に
取り付けられることを特徴とする請求項１または２記載のタイヤ成形装置。
【請求項５】
　タイヤコード（１６）がゴム、特に合成ゴムによって被覆され、特に押出成形機によっ
て製造されることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のタイヤ成形装置。
【請求項６】
　露出した側面（１８）を横断しその後軸に平行に成型ドラム（１２）の外周面を通過し
さらに駆動軸側の側面（２４）を横断し続いて再びに軸に平行かつ逆方向に成型ドラム（
１２）の外周面を通過するようにして成型ドラム（１２）の周りを周回するガイドアーム
を巻き付け装置が備えることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のタイヤ成
形装置。
【請求項７】
　タイヤコード（１６）が均等な間隔をもってインナーライナ（１４）上に巻き付けられ
るような方式で駆動軸（３８）と巻き付け装置を互いに同期させることを特徴とする請求
項１ないし６のいずれかに記載のタイヤ成形装置。
【請求項８】
　駆動軸（３８）に隣接して成型ドラム（１２）上に軸に平行なピンを取り付け、それが
駆動軸側の側面（２４）上におけるタイヤコード（１６）の放射方向の延在を可能にする
ものであるとともにそのピン上でタイヤコード（１６）を転向させることを特徴とする請
求項１ないし７のいずれかに記載のタイヤ成形装置。
【請求項９】
　成型ドラムを使用してその上にインナーライナを装着し、さらにタイヤコードの巻き付
け装置を使用するタイヤ成形方法であり、成型ドラム上に直接的にインナーライナを巻き
付け、その後巻き付け装置によってインナーライナ上にタイヤコードを巻き付け、その際
タイヤコードを巻き付け装置によって成型ドラムの露出した側面上で実質的にその中央を
介して放射方向に誘導し少なくとも１回の巻き付け周回後に切断することを特徴とする方
法。
【請求項１０】
　タイヤコードを後のタイヤ内に含まれるものと同じ形態で巻き付けることを特徴とする
請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　巻き付け装置による巻き付けの終了後にタイヤコードとインナーライナからなる組み合
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わせ体の円形の中央部分が特にレーザ切断あるいはその他の切断方法によって除去され、
その際にタイヤコードの末端をタイヤのビードバンドルの周りで折り返すために充分な材
料を残留させることを特徴とする請求項９または１０記載の方法。
【請求項１２】
　後のタイヤのトレッド面上でタイヤコードを少なくとも部分的に斜めに誘導し、特にそ
こで交差させることを特徴とする請求項９ないし１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　巻き付けに際して巻き付け装置がタイヤコードを制御された圧力に保持し、それによっ
て巻き付けに際してのインナーライナ上の巻き付け支持の圧力を実質的に一定に保持する
ようにすることを特徴とする請求項９ないし１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　巻き付け装置がタイヤコードを最終的、すなわちタイヤの完成状態でも存在する形態で
インナーライナ上に巻き付けることを特徴とする請求項９ないし１３のいずれかに記載の
方法。
【請求項１５】
　巻き付け装置がタイヤコードを最終的なタイヤの完成状態で存在する形態に比べて小さ
く、特に３０％未満の分だけ小さくなるような形状でインナーライナ上に巻き付け、その
ようにして形成されたタイヤ未加工材を最終的な形状に加工、特に膨張させることを特徴
とする請求項９ないし１３のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、請求項１前段に記載のタイヤ成形装置、ならびに請求項９前段に記載のタ
イヤ製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タイヤコードすなわちコード、組織、繊維、ベルトプライ等からなるプライを有するタ
イヤを内側から成形することが久しい以前から知られており、その際（少なくとも以前か
ら一般的であるチューブレスタイヤの場合）薄壁状の内張り、いわゆるインナーライナが
気密である必要があるとともにタイヤコードが内側で完全に被覆される必要がある。
【０００３】
　そのため久しい以前から、膨張プロセスあるいは吸引プロセスのいずれかまたはそれら
の組み合わせを使用して未加工材の変形が行われている。
【０００４】
　比較的旧式な解決方式の例が米国特許第１，５８８，５８５号明細書、さらに独国特許
第８６１４６５号明細書に開示されている。それ以前の時代、例えば前々世紀には通常タ
イヤが織布とゴムから手作業で作られていて、それらが多様な方法で上下に結合され、そ
の時代にも既に合わせて加硫処理されていた。
【０００５】
　しかしながら、以前から知られている変形装置の使用は、軟質のタイヤ成分、すなわち
天然あるいは合成ゴムの加工をより硬質のタイヤ成分、すなわち例えばタイヤコードに対
抗して行わなければならないという問題点を有する。しかしながら、特に天然ゴムは決し
て均質ではなく、また合成ゴムの使用に際してもタイヤの高温の領域は柔らかく低温の領
域がより硬くなる現象が観察される。
【０００６】
　そのことによって、変形の間にタイヤコードの位置が均一でなく制御不能に変化するこ
とがもたらされる。
【０００７】
　他方、製造されたタイヤの同心性、さらには耐圧性が、タイヤコードがカーカス内に均
等に配置されることに大きく依存する。しかしながら、変形が膨張によって実施されるか
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または未加工材外部からの減圧の生成によって実施されるかにかかわらず、埋入されるタ
イヤコードの位置を変形中に制御することは極めて困難である。
【０００８】
　所要の結果を確保するために、タイヤコードの位置を適時、すなわち例えば加硫処理の
前または後に非侵襲式の材料検査によって確認することが提案されている。このことは極
めて高コストかつ時間を要し、またタイヤコードの位置の変化が所与のレベルを超過した
タイヤは廃棄物として除去する必要がある。
【０００９】
　半径方向に延伸可能なリングをベルトタイヤ未加工材と結合可能である幾らか新しい解
決方式が独国特許第２７２３５０５号Ｃ３明細書によって開示されている。独国実用新案
第６９２３１１６号明細書に開示されているように、部分的な延伸のみを実施する解決方
式も知られている。それらの全ての解決方式に共通して、タイヤコードの位置は制御不可
能であるか、極限定された範囲でしか制御できない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って本発明の目的は、低コストな製造方式によって製造されたタイヤの極めて良好な
同心性を達成する、請求項１前段に記載のタイヤ成形装置ならびに請求項９前段に記載の
タイヤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の課題は、本発明に従って請求項１または請求項９によって解決される。従属請求
項によって好適な追加構成が提示される。
【００１２】
　本発明によれば、タイヤ成形装置が一定すなわち伸長不可能な直径を有する成型ドラム
を備え、前記成型ドラム上に直接インナーライナを気密層として取り付ける。その上に、
好適にはそれ自体既にエラストマで被覆されたタイヤコードが装着され、従ってそれが容
易にインナーライナのエラストマと強固な結合を形成することができる。インナーライナ
とタイヤコードとからなる未加工材ユニットの両方の要素間の結合をさらに強力にするた
めに、前記未加工材ユニットを加硫処理することが可能である。
【００１３】
　本発明によれば、成型ドラムの周りで放射方向のタイヤコードの巻き付けが実施される
。それによって本発明によればラジアルベルトタイヤが製造されるが、追加的に対角方向
あるいは周回方向に延在する追加的なタイヤコードプライの提供も排除されない。
【００１４】
　精密かつ不変でかつ極めて均等に周囲上に配分されたタイヤコードの配置によって、意
外なほど著しく改善された同心性とさらに遠心力に対する高い耐用性がもたらされ、従っ
て本発明に従って製造されるタイヤは高速用タイヤとしても使用可能となる。
【００１５】
　本発明によれば、タイヤコードが可能な限り正確に放射方向に延在することが好適であ
る。そのため、成型ドラムが片側で支承されそこにフランジ付けされた駆動軸によって回
転することが好適である。しかしながら、両側で支承を行ってタイヤコードを放射方向に
誘導するために任意の適宜な処理を使用することも可能である。例えば、駆動のために交
互に把持することもでき、従って常に巻き付けに際してタイヤコードが誘導されていない
方の側面で支承が実施される。他方、インナーライナに一種のタンブル動作を付加してそ
の間に巻き付けることも可能であり、すなわち実質的に通常の支承を行わない。別の可能
性は、両側で支承して半径方向内側の領域に存在するピンあるいはその他の手段によって
軸周りのタイヤコードの転向を実施することである。
【００１６】
　本発明に係る広範な成形装置を提供するために、巻き付け中あるいは巻き付け後に切断
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装置によってコア巻線を切断することが重要である。タイヤコードがゴム引きされた後そ
れがインナーライナに充分に接着すれば充分であり、従って巻き付け工程後の半回転で既
に切断を実施することができる。他方、全ての回転、すなわち全ての巻き付けの終了後に
内側領域の切断を実施することも勿論可能である。
【００１７】
　放射方向の巻き付けのためにタイヤコードが成型ドラムの露出側面の中央を介して誘導
され、駆動軸側においてタイヤコードを駆動軸に密接して周回させて実質的に放射方向の
延在を達成させるか、または駆動軸に隣接して配置された転向ピンまで正確に放射方向の
装着を実施して前記転向ピン上で駆動軸周りにタイヤコードを転向させる。
【００１８】
　本発明によれば、成型ドラムの露出側面および駆動軸側の両方からタイヤコードを放射
方向に延在させる可能性が得られる点が極めて好適である。それによって、最適な対称性
ならびにタイヤコードの間隔の均等性を後のタイヤのトレッド面領域においても形成する
可能性が達成され、それは考えられる位置変更に際しても従来の技術のように影響を受け
ることがない。勿論、周知のクラウニングあるいはキャンバリングを排除するものではな
い。
【００１９】
　タイヤコードをエラストマ、天然ゴム、合成ゴム等で被覆することによって、タイヤコ
ード相互間および周囲のタイヤ材料との間に極めて良好な結合が確立される。
【００２０】
　タイヤコードエラストマの硬度は任意の適宜な方式で調節することができるが、その硬
度は周囲のゴム材料、特にインナーライナの硬度よりも幾らか高いことが好適である。
【００２１】
　本発明によれば、本発明に係るタイヤが自動的に成形し得ることが極めて好適である。
巻き付け装置はロボットアームによって構成することができ、また露出した側面および駆
動軸側の領域の中央における円形断片の切断も自動的に実施することができる。その切断
は任意の適宜な方式、例えばレーザあるいは水噴射によって実施することができ、その際
タイヤコードの末端の折り返しがゴム化合物と共にビードバンドルおよび場合によってそ
の上に装着されたビードアペックスの周りで容易に可能になるようにタイヤコードの残り
の長さを選択することが好適である。
【００２２】
　本発明のその他の詳細、特徴ならびに利点は、添付図面を参照しながら以下に記述する
複数の実施例の説明によって理解される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るタイヤ成形装置の本発明に係る成型ドラムの第１の実施例を示した
概略図であり、装着されたタイヤコードを有している。
【図２】上記のようにして形成されたタイヤ未加工材を示した概略図である。
【図３】インナーライナとタイヤコードが装着された本発明に係る成型ドラムを示した概
略側面図である。
【図４】タイヤ未加工材の別の例を示した概略図である。
【図５】タイヤ未加工材のさらに別の例を示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１に概略的に示されたタイヤ成形装置１０は成型ドラム１２を備え、それが本発明に
従って特別な方式でインナーライナ１４によって均一に被覆されている。成型ドラム１２
とインナーライナ１４の組み合わせ体上に図１に示されるような方式でタイヤコード１６
が巻き付けられている。その巻き付けは、タイヤコード１６が露出した側面１８を横断し
て延在、すなわち少なくともその中央領域２０近傍を貫通し、その後成型ドラム１２のシ
リンダ外面あるいは外周面２２を介して延在し、さらにその後成型ドラム１２の駆動軸を
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帰するような方式で実施される。
【００２５】
　この巻き付け工程の過程において成型ドラム１２が所与の回転角で回転し、それがタイ
ヤコード１６の巻線ループ２６の接線方向の変位につながる。この接線方向の変位がタイ
ヤコード１６の各巻線ループ間の角度間隔に相当し、外周面２２上の各巻線ループ２２の
間隔は後のタイヤの外周で見て正確に均等になる。ここには図示されていないが、タイヤ
コードの末端の間の結合が中央領域２０内に位置していて従ってそれを後に切除し得ると
ともに後の個別のタイヤコード１６の延在の均一性に影響を与えないようにし得ることが
理解される。
【００２６】
　タイヤコード１６の巻き付けは、図示されていない巻き付け装置の周回式のロボットア
ームによって実施することが好適である。所与用の角度変位を達成するために、成型ドラ
ム１２は駆動軸上に支承されており、それについては図３に図示されており以下で説明す
る。
【００２７】
　図２には、タイヤコード１６が延在する様式が示されている。その延在は露出した側面
１８で見て放射方向に実施される。図２には円形のセクション３０が示されており、それ
が図１の中央領域２０を切り出している。ここで既に、周知の如くタイヤの未加工材３４
をホイール側で閉鎖するビードバンドル３２が設けられている。ビードバンドル３２を介
したタイヤコード１６の剰余長３６は、ビードバンドル３２を介して外側に向かった（イ
ンナーライナ１４と共の）タイヤコード１６の折り返しが容易に可能になるように選択す
る。
【００２８】
　図３には、成型ドラム１２が駆動軸３８上に支承される態様が示されている。駆動軸３
８は成型ドラム１２の片側から遠方に向かって延在している。駆動軸は、成型ドラム１２
の中央領域２０と反対側の駆動軸側面の領域に固定され、回転ずれしないように結合され
る。
【００２９】
　従って、駆動軸３８は放射中心部を貫通しており、そのためその部分は露出した側面１
８と異なって巻線工程のために開放されていない。
【００３０】
　それでもなおタイヤコード１６の放射方向の延在を可能にするために、駆動軸３８の極
近傍に転向ピン４０が取り付けられ、しかもタイヤコード１６の巻線ループ数に相当する
数で取り付けられる。タイヤコード１６の各巻線ループがそれぞれ１本の転向ピン４０を
介して転向され、そこから駆動軸３８周りを周回して誘導され、反対側の転向ピン４０に
向かってさらに延長されてそこで再び転向され、従ってこれにおいても（少なくともいず
れにしても後に切除される中央領域２０の外部において）正確に放射方向のタイヤコード
の延在が実現可能である。
【００３１】
　図４には、タイヤコード１６がトレッド面２２の領域において斜めに延在し得ることが
示されている。このタイヤコードパターンは、単にトレッド面２２上の巻線工程の間に成
型ドラム１２を幾らか大きく回転させることによって容易に作成することができる。
【００３２】
　複数のタイヤコード１６の巻線を形成することも可能である。このことは図５に示され
ており、それによればトレッド面の領域にタイヤコード１６の交差が示されている。この
実施形態においては、単に２種類のタイヤコードが装着され、そこで第１のタイヤコード
の取り付けに際してある方向に成型ドラム１２が回転し、第２のタイヤコード１６の取り
付けに際しては成型ドラム１２が逆方向に回転する。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月2日(2013.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インナーライナを取り付けるための成型ドラムとタイヤコードの巻き付け装置を備えた
タイヤ成形装置であり、巻き付け装置がタイヤコード（１６）を最終的、すなわちタイヤ
の完成状態でも存在する形態でインナーライナ（１４）上に巻き付け、また巻き付け装置
は駆動軸（３８）と逆側の露出した側面（１８）上において成型ドラム（１２）を横断さ
せる形態でかつ駆動軸側の側面（２４）上においては前記駆動軸（３８）を迂回させるよ
うにして実質的に放射方向にタイヤコード（１６）を巻き付け、切断装置、特にレーザ切
断装置あるいは水噴射切断装置が少なくとも１回の巻き付け回転の後、特に全ての巻き付
けの終了後に外周および駆動軸から離間した位置で円形の切り出し形状にタイヤコードを
切断し、タイヤコードとインナーライナの組み合わせ体の円形の中央部を切除するととも
にタイヤコードの末端をタイヤのビードバンドルの周りで折り返すために充分な材料を残
留させることを特徴とするタイヤ成形装置。
【請求項２】
　成型ドラム（１２）が製造するタイヤの内側形状に変形不可能な外形を有し、インナー
ライナ（１４）が前記外形上に直接的に取り付けられることを特徴とする請求項１記載の
タイヤ成形装置。
【請求項３】
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　インナーライナ（１４）がゴムシートの形状で成型ドラム（１２）の外形上に取り付け
られることを特徴とする請求項１または２記載のタイヤ成形装置。
【請求項４】
　インナーライナ（１４）は第２の巻き付け装置によって成型ドラム（１２）の外形上に
取り付けられることを特徴とする請求項１または２記載のタイヤ成形装置。
【請求項５】
　タイヤコード（１６）がゴム、特に合成ゴムによって被覆され、特に押出成形機によっ
て製造されることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のタイヤ成形装置。
【請求項６】
　露出した側面（１８）を横断しその後軸に平行に成型ドラム（１２）の外周面を通過し
さらに駆動軸側の側面（２４）を横断し続いて再びに軸に平行かつ逆方向に成型ドラム（
１２）の外周面を通過するようにして成型ドラム（１２）の周りを周回するガイドアーム
を巻き付け装置が備えることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のタイヤ成
形装置。
【請求項７】
　タイヤコード（１６）が均等な間隔をもってインナーライナ（１４）上に巻き付けられ
るような方式で駆動軸（３８）と巻き付け装置を互いに同期させることを特徴とする請求
項１ないし６のいずれかに記載のタイヤ成形装置。
【請求項８】
　駆動軸（３８）に隣接して成型ドラム（１２）上に軸に平行なピンを取り付け、それが
駆動軸側の側面（２４）上におけるタイヤコード（１６）の放射方向の延在を可能にする
ものであるとともにそのピン上でタイヤコード（１６）を転向させることを特徴とする請
求項１ないし７のいずれかに記載のタイヤ成形装置。
【請求項９】
　成型ドラムを使用してその上にインナーライナを装着し、さらにタイヤコードの巻き付
け装置を使用するタイヤ成形方法であり、成型ドラム上に直接的にインナーライナを巻き
付け、その後巻き付け装置によってインナーライナ上にタイヤコードを巻き付け、その際
巻き付け装置によって駆動軸と逆側の露出した側面上において成型ドラムを横断させる形
態でかつ駆動軸側の側面上においては前記駆動軸を迂回させるようにして実質的に放射方
向にタイヤコードを誘導し、タイヤコードとインナーライナの組み合わせ体の円形の中央
部を切除するとともにタイヤコードの末端をタイヤのビードバンドルの周りで折り返すた
めに充分な材料を残留させることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　タイヤコードを後のタイヤ内に含まれるものと同じ形態で巻き付けることを特徴とする
請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　巻き付け装置による巻き付けの終了後にタイヤコードとインナーライナからなる組み合
わせ体の円形の中央部分が特にレーザ切断あるいはその他の切断方法によって除去され、
その際にタイヤコードの末端をタイヤのビードバンドルの周りで折り返すために充分な材
料を残留させることを特徴とする請求項９または１０記載の方法。
【請求項１２】
　後のタイヤのトレッド面上でタイヤコードを少なくとも部分的に斜めに誘導し、特にそ
こで交差させることを特徴とする請求項９ないし１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　巻き付けに際して巻き付け装置がタイヤコードを制御された圧力に保持し、それによっ
て巻き付けに際してのインナーライナ上の巻き付け支持の圧力を実質的に一定に保持する
ようにすることを特徴とする請求項９ないし１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　巻き付け装置がタイヤコードを最終的、すなわちタイヤの完成状態でも存在する形態で
インナーライナ上に巻き付けることを特徴とする請求項９ないし１３のいずれかに記載の
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方法。
【請求項１５】
　巻き付け装置がタイヤコードを最終的なタイヤの完成状態で存在する形態に比べて小さ
く、特に３０％未満の分だけ小さくなるような形状でインナーライナ上に巻き付け、その
ようにして形成されたタイヤ未加工材を最終的な形状に加工、特に膨張させることを特徴
とする請求項９ないし１３のいずれかに記載の方法。
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